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1 はじめに

研究をより洗練されたものにするために，研究会・年次大会・プレプリント・国際会議プロ
シーディングス・論文誌など，さまざまな場で論文著作の公開を行う．より広く研究を知らしめ
るために英語でも日本語でも発表するほか，異なる学会で観点を変えて発表を行うこともある．
一方，同じ内容を複数の論文誌に投稿することは二重投稿・自己剽窃とされ，研究倫理的に
問題がある行動とされる．複数の論文誌に投稿し，業績を多く見せかける点や不必要な査読や
追試などによって他の科学者の時間と資源を無駄にする点が問題とされる (「科学の健全な発展
のために」編集委員会 2015)．しかし，異なった読者を対象として，適切な引用を行えば，同じ
内容を複数の雑誌に掲載することが認められる場合がある．学会によっては，許容される二次
投稿・二次出版 (acceptable secondary publication)の基準を規定し，学会記事として解説
する取組が進められている．そこで，本記事では，言語処理学会編集委員会が想定する学会誌
『自然言語処理』における「許容される二次投稿」およびその注意点について示す．

2 二次投稿・二重投稿の問題点

二次投稿・二重投稿には 2 つの問題点がある．
1つ目は研究倫理の問題である．二次投稿・二重投稿は，捏造・改ざん・剽窃・盗用などと
いった致命的な研究倫理違反とは異なり，10年くらい前までは研究者間で十分に共有されてい
る研究倫理違反とはされていなかった．2014年に文部科学省により「研究活動における不正行
為への対応等に関するガイドライン」(文部科学大臣決定 2014)が示され，明確な研究倫理違反
と規定された．これ以降，文部科学省科学研究費など様々な研究資金配分の前提として，二次
投稿・二重投稿も研究倫理違反行為とし，研究機関・研究者団体に対して当該行為が発覚した
場合の対応方針を示すよう求めている．
2 つ目の問題は，著作権の問題である．ある論文を論文誌に掲載する際に，当該論文の著
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作権の一部もしくは著作者人格権以外の全てを論文誌側に譲渡することが一般に行われる．
著作物の公衆送信権（著作権者以外の公衆送信行為を規制する権利）や送信可能化権（イン
ターネットなどで著作物を自動的に公衆に送信し得る状態に置く権利）を譲渡する場合には，
その権利の範囲が他者に送信を許さないものなのかが重要になる．論文誌『自然言語処理』
掲載論文は，掲載論文の著作権を言語処理学会に譲渡することを依頼し，譲渡されたものは
「クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 パブリック・ライセンス (CC BY 4.0)」 (https:

//creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ja) とする．既発表論文が CC BY 以
外の CC ライセンス（SA 継承, NC 非営利, ND 改変不可）の論文は，言語処理学会側が CC

BY 4.0 で公開できないという問題がある．
また，二次投稿と二重投稿の違いについて示したうえで，本学会では二重投稿を許容しない
点について述べる．二次投稿は学会 Aにおいて公表（発表・出版）したあとに学会 Bに投稿す
るものであり，投稿（査読）期間に時間的重なりがないものとする．二重投稿は学会 Aに投稿
（査読）中のものを学会 Bにも投稿するものであり，投稿（査読）期間に時間的重なりがあるも
のとする．プレプリントや学位論文等を除いて，多くの学会で二重投稿を認めていない．本学
会も二次投稿については許容するが，プレプリントや学位論文等以外の二重投稿は許容しない．

3 論文誌『自然言語処理』に投稿可能な論文

3.1 許容される二次投稿
以下では，論文誌『自然言語処理』に二次投稿してよい場合について示す（図 1）．
まず，いずれの媒体にも発表していない研究や，予稿・論文を執筆せずに発表した研究の論
文投稿は，二次投稿・二重投稿に当たらない．しかし，プレプリントや学位論文等を除いて，投

図 1 二次投稿の可否
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稿（査読）期間に時間的重なりのある二重投稿は認めない．
投稿論文の一部が査読付き雑誌論文（例えば，本論文誌の「一般論文」「応用システム論文」

「技術資料」「解説論文」）に投稿もしくは掲載している場合，その内容において 50% 以上の差

分があるもの1を投稿可能とする．尚，投稿論文が査読なしのもの（例えば，本論文誌の「学会
記事」）は，内容が一致することを許容する．
投稿論文の全部・一部が本学会年次大会・他学会研究会・卒業論文・修士論文・博士論文・
国際会議等で発表・公表している場合，同一の内容のものを著作権的な問題が生じない範囲に
おいて本論文誌に投稿することを許容する．論文誌『自然言語処理』は，採択時に著作権法 27

条及び 28条の権利を含めて，当該論文の著作権を言語処理学会に譲渡することを求めている．
言語処理学会側は譲渡された著作物のライセンスを CC BY 4.0 とし，著作者「言語処理学会」
として公衆送信を行う．投稿時に，著作権的に上記処理が可能なことを明示する必要がある．
特に，投稿論文を他学会研究会・国際会議等で発表・公表しており，既発表論文の著作権を他
学会に譲渡している場合には，著作権的に問題のないこと2を示す必要がある．著作権者が CC

BY 4.0 のようなライセンスのもと，再投稿の明確な基準を提示していない場合には，内容的な
差分のない翻訳版，もしくは，25% 以上の差分がある拡張版の再投稿を本学会として許容する．
しかしながら，25% 以上の差分があっても CC BY による再投稿ができない場合がある．例え
ば，BY 以外の条項が付与されている論文3の場合は，CC BY で本学会が頒布することができ
ず（SA 継承, NC 非営利），改変することが出来ない（ND 改変禁止）という制約がある．
本学会は，投稿論文をプレプリントサーバに事前に投稿することを許容する．この場合，本
論文誌掲載後，プレプリントサーバ側に論文誌『自然言語処理』に掲載された旨を示すこと．

3.2 二次投稿時の注意点
許容される二次投稿の場合でも，以下のような注意点がある．
二次投稿（拡張版・翻訳版・再投稿版）であることを投稿時に明示すること．既発表論文を参
考文献として示すとともに，本文 1 ページ目の footnote にどこで発表されたものかを適切な

1 ここで，内容とは，主に，その論文が主張する研究成果のことを指す．論文がどの言語（英語，日本語など）で記
述されているかではなく，内容の重複が焦点となる．つまり，内容において 50%以上の差分があれば，実験設定や
評価手法の記述が似通っていて，記述が 50% 以上一致している場合を許容する．しかし，内容が同じであるが言
語が異なるために記述に 50% 以上の差分がある場合は許容しない．

2 例として，2022 年 6 月現在，電子情報通信学会研究会は再投稿のための「著作物利用許諾申請」(https://www.
ieice.org/jpn/copyright/tensai.html) ができる．情報処理学会は「研究報告等」については研究の途中成果
とみなし，著作者が当該研究報告等を研究の最終成果物とするため他学会等へ投稿することに対して，同学会
は同学会が著作権を保有していることを理由に著作者および他学会等に対し異議申し立てを行わない（http:

//www.ipsj.or.jp/copyright/ronbun/copyright.html第 5条 3項）としている．一方，AAAI のように，図の
再掲載にも手続きを求めている (https://aaai.org/Publications/Author/permissions-request.php) 場合も
ある．

3 例えば，ACL は 2016 年以降 CC BY だが，2015 年以前は CC BY-NC-SA であった．会議・時期によって変更
があるため https://masayu-a.github.io/ELW/copyright.html にまとめる．
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図 2 二次投稿（拡張版・翻訳版・再投稿版）時の既発表情報表示例

著作権表示を行ったうえで拡張版・翻訳版・再公表版であることを図 2のように明記すること．
投稿論文の一部が査読付き雑誌論文に掲載している場合，投稿時に内容において 50% 以上の
差分があることを示す必要がある．投稿論文の全部・一部が本学会年次大会・他学会研究会・
卒業論文・修士論文・博士論文・国際会議等で発表・公表している場合，既発表論文の著作権
的に拡張版・翻訳版の投稿について問題ないことを明示する必要がある．また，内容が同一の
論文を再投稿する際には，既発表論文と全く同じ原著者であることを前提とする．

4 論文誌『自然言語処理』掲載論文の再公開・二次投稿

本節では，論文誌『自然言語処理』掲載論文を他論文誌へ二次投稿する際の言語処理学会側
の考え方について示す．二次投稿時には二次投稿先側の判断基準も併せて検討されたい．
まず，著作権的な整理として，論文誌『自然言語処理』掲載論文は，著作権者が言語処理学
会とした CC BY 4.0 ライセンスとする．本学会以外（当該論文の著者・レポジトリ等を含む）
が，当該論文を第三者に公開する場合，当該論文が所載されている「自然言語処理」の巻号頁
およびライセンス表示「(c) 言語処理学会 CC BY 4.0」を明記すればよい．さらに二次投稿先
に掲載する場合も上記整理を行えば問題ない．博士論文などへの再掲載も同様の扱い4とする．
次に，研究倫理的な整理については，査読ありか査読なしかが重要であろう．査読ありのも
の（「一般論文」「応用システム論文」「技術資料」「解説論文」）については，重複して他の論文
誌に投稿する際には相応の事由が必要であると考えるため，編集事務局に相談されたい．査読
なしのもの（「学会記事」）については，本学会・他学会論文誌に内容において同一のものを二
次投稿することは，言語処理学会として問題ないと考える．特に学会記事は，評価の高い国際
会議論文採択者に対して，5ページ程度の和文による速報として依頼する場合もあり，より長
い論考を原著論文として執筆することを制限しない．

4 尚，言語処理学会は言語処理学会が著作権を保有していることを理由に，卒業論文・修士論文・博士論文への研究
成果の再公開について異議申し立てを行わない．
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5 おわりに

文部科学省科研費など多くの研究資金応募時の研究倫理教育が前提となっており，各機関で
研究倫理教育が進められている．その中で，捏造・改ざん・剽窃・盗用などの致命的な研究倫
理違反とともに，従来研究者間で十分に共有されなかった二重投稿の問題点についても示され
るようになった．本記事では，言語処理学会論文誌『自然言語処理』編集委員会として許容さ
れる二次投稿について明確化し，二次投稿時にどのような点について注意が必要かについて示
した．本論文誌は，他学会研究会・本学会年次大会・卒業論文・修士論文・博士論文・国際会
議論文の研究については，研究倫理的に許容される二次投稿と考える．一方，他学会研究会・
国際会議論文の研究については，採録時に著作権を譲渡している場合があるために，著作権的
な整理についても言及した．学会員は，本稿に示した許容される二次投稿の整理を行ったうえ
で，積極的に論文誌へ投稿されたい．
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